
大
阪
府
附
属
機
関
条
例 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
又
は
他
の
条
例
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
府
が
設
置
す
る
執
行
機
関
の
附
属
機
関
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
三
十
八
条
の
四
第
三
項
、
第
二
百
二
条
の
三
第
一
項
及

び
第
二
百
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
設
置
、
担
任
す
る
事
務
、
委
員
そ

の
他
の
構
成
員
（
以
下
「
委
員
等
」
と
い
う
。
）
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
並
び
に
そ
の
支

給
方
法
そ
の
他
附
属
機
関
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
設
置
） 

第
二
条 

執
行
機
関
の
附
属
機
関
と
し
て
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
附
属
機
関
を
置
く
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
審
査
さ
せ
、

及
び
そ
の
業
務
の
実
施
状
況
等
に
関
す
る
評
価
に
つ
い
て
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
、
別
表

第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
執
行
機
関
の
附
属
機
関
と
し
て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
公
の
施

設
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
の
指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
及
び
指
定
管
理
者
評
価
委
員
会

を
置
き
、
そ
の
名
称
は
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
名
称
を
冠
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
報
酬
） 

第
三
条 

委
員
等
の
報
酬
の
額
は
、
日
額
九
千
六
百
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
当

該
附
属
機
関
を
設
置
す
る
執
行
機
関
が
定
め
る
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
報
酬
は
、
出
席
日
数
に
応
じ
て
、
そ
の
都
度
支
給
す
る
。 

３ 

委
員
等
の
う
ち
府
の
経
済
に
属
す
る
常
勤
の
職
員
で
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
報
酬
を
支

給
し
な
い
。 

（
費
用
弁
償
） 

第
四
条 

委
員
等
の
費
用
弁
償
の
額
は
、
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
大
阪

府
条
例
第
三
十
七
号
）
に
よ
る
指
定
職
等
の
職
務
に
あ
る
者
以
外
の
者
の
額
相
当
額
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
附
属
機
関
を
設
置
す
る
執
行
機
関
が
定
め
る
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
費
用
弁
償
の
支
給
に
つ
い
て
の
路
程
は
、
住
所
地
の
市
町
村
か
ら
起
算
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
委
員
等
の
う
ち
府
の
経
済
に
属
す
る
常
勤
の
職
員
で

あ
る
者
の
費
用
弁
償
の
額
は
、
そ
の
者
が
当
該
職
員
と
し
て
公
務
の
た
め
旅
行
し
た
場
合

に
支
給
さ
れ
る
旅
費
相
当
額
と
す
る
。 

（
支
給
方
法
） 

第
五
条 

委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
支
給
方
法
に
関
し
、
こ
の
条
例
に
定
め
が
な
い

事
項
に
つ
い
て
は
、
常
勤
の
職
員
の
例
に
よ
る
。 

（
委
任
） 

第
六
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
府
が
設
置
す
る
執
行
機
関
の
附
属
機
関
の
組

織
、
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
の
額
そ
の
他
附
属
機
関
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
当

該
執
行
機
関
が
定
め
る
。 

 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

一 

知
事
の
附
属
機
関 

 

（
略
） 

大
阪
府
災
害
廃
棄
物
処
理
指
針
検
討

審
議
会 

（
略
） 

名
称 

（
略
） 

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
発
生
し
た
災
害
廃
棄
物
の
処

理
に
関
す
る
指
針
の
策
定
及
び
変
更
に
関
す
る
専
門

的
な
事
項
の
調
査
審
議
に
関
す
る
事
務 

（
略
） 

担
任
す
る
事
務 


